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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

　

回次
第140期

第３四半期
連結累計期間

第141期
第３四半期
連結累計期間

第140期

会計期間
自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日

自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日

売上高 (百万円) 33,082 35,702 43,819

経常利益 (百万円) 594 1,075 330

四半期(当期)純利益 (百万円) 1,184 578 1,092

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) 1,062 2,044 1,377

純資産額 (百万円) 10,838 13,116 11,142

総資産額 (百万円) 46,650 50,087 46,933

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 93.99 45.89 86.69

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) ― ― ―

自己資本比率 (％) 18.4 21.5 19.0
 

　

回次
第140期

第３四半期
連結会計期間

第141期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年10月１日
至 平成24年12月31日

自 平成25年10月１日
至 平成25年12月31日

１株当たり四半期純利益 (円) 26.06 26.83
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

４．前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

５．潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営まれている事

業の内容について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事

項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書

に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。

なお、重要事象等は存在しておりません。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。
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３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したもので

あります。

　

(1) 業績の状況

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、安倍政権のアベノミクス効果により内需が刺激さ

れ株価回復により消費マインドも好転したことから、企業業績は一段と改善しております。一方海外で

は、米国経済において雇用者数の堅調な増加と企業業績の改善が見られ、中国経済もゆるやかに改善

し、総じて回復基調となってまいりました。

　ただし、国内においては設備投資や雇用の改善はまだ顕著ではなく、一部の企業業績に改善が見られ

るものの、先行きは未だ不透明なまだら模様の景況感が続いております。

　この様な経済情勢の中、当社グループは海運事業において燃料油価格が予定していた価格を下回り、

企業業績改善に伴い貨物輸送も順調に推移いたしました。ホテル事業においては、引き続き集客に努め

たことで業績は改善されました。不動産事業は、概ね順調に推移しております。

　

セグメントの業績は、次のとおりであります。

　

（海運事業）

当第３四半期連結累計期間は、当初予想より燃料油価格の上昇がなかったこと、貨物輸送量も順調に

推移したことで、売上高は前第３四半期連結累計期間に比べて2,490百万円増（8.0％増）の33,632百万

円となり、営業費用は前第３四半期連結累計期間に比べて2,113百万円増（6.9％増）の32,868百万円と

なったことから、営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べて377百万円増（97.6％増）の763百万円

となりました。

　

（ホテル事業）

当第３四半期連結累計期間は、前連結会計年度より継続して集客が順調に推移しました。これにより

売上高は前第３四半期連結累計期間に比べて131百万円増（8.9％増）の1,612百万円となり、営業費用

はコスト削減に努めたものの前第３四半期連結累計期間に比べて98百万円増（6.9％増）の1,518百万円

となり、営業利益は前第３四半期連結累計期間に比べて33百万円増（56.7％増）の93百万円となりまし

た。

　
（不動産事業）

当第３四半期連結累計期間は、一部契約更改等がありましたが、順調に推移し、売上高は前第３四半

期連結累計期間並の517百万円となり、営業費用は前第３四半期連結累計期間並の336百万円となり、営

業利益は前第３四半期連結累計期間並の181百万円となりました。

　

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は35,702百万円（前第３四半期連結累計期間比

2,619百万円増 7.9％増）、営業利益は1,038百万円（前第３四半期連結累計期間比408百万円増　

64.7％増）となりました。
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(2) 財政状態の分析

（資産）

流動資産は、前連結会計年度末に比べて1,924百万円増加の16,855百万円となりました。これは、現

金及び預金が686百万円、受取手形及び売掛金が1,420百万円それぞれ増加し、繰延税金資産が94百万円

減少したことによります。固定資産は、前連結会計年度末に比べて1,223百万円増加の33,183百万円と

なりました。これは、建設仮勘定が496百万円、投資有価証券が2,119百万円それぞれ増加し、船舶が

818百万円、建物及び構築物が234百万円、機械装置及び運搬具が110百万円、リース資産が86百万円、

繰延税金資産が108百万円それぞれ減少したことによります。

　

　
（負債）

流動負債は、前連結会計年度末に比べて1,976百万円増加し、22,659百万円となりました。これは、

支払手形及び買掛金が563百万円、短期借入金が1,624百万円、１年内期限到来予定のその他の固定負債

が74百万円、１年内償還予定の社債が97百万円それぞれ増加し、未払法人税等が90百万円、賞与引当金

が234百万円それぞれ減少したことによります。固定負債は、前連結会計年度末に比べて795百万円減少

し、14,311百万円となりました。これは、社債が407百万円、繰延税金負債が663百万円それぞれ増加

し、長期借入金が741百万円、長期未払金が908百万円、リース債務が94百万円、退職給付引当金が47百

万円、負ののれんが60百万円それぞれ減少したことによります。

　

（純資産）

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて1,973百万円増加し、13,116百万円となりました。これ

は、利益剰余金が515百万円、その他有価証券評価差額金が1,324百万円それぞれ増加したことによりま

す。

　
　

　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

　

(4) 研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 40,000,000

計 40,000,000
 

　

② 【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成25年12月31日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年２月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 12,739,696 12,739,696
東京証券取引所　
（市場第二部）

完全議決権株式であり株主と
しての権利内容に制限のない
標準となる株式。単元株式は
1,000株であります。

計 12,739,696 12,739,696 ― ―
 

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　　　　該当事項はありません。

　

　
(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　　　　該当事項はありません。

　

　
(4) 【ライツプランの内容】

　　　　該当事項はありません。

　

　
(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

　平成25年10月１
日～　　平成25年12月31

日
― 12,739,696 ― 1,215,035 ― 740,021
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(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。

　

(7) 【議決権の状況】

　

当第３四半期会計期間末現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないた

め、記載することができないことから、直前の基準日（平成25年９月30日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】

平成25年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)
普通株式

139,000
―

株主としての権利内容に制限のない
標準となる株式

完全議決権株式(その他)
普通株式

12,506,000 12,506
同上

単元未満株式
普通株式

94,696
― 同上

発行済株式総数 12,739,696 ― ―

総株主の議決権 ― 12,506 ―
 

（注）　「単元未満株式」欄には、当社所有の自己株式456株が含まれております。

　

② 【自己株式等】

　

  平成25年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
栗林商船株式会社

東京都千代田区大手町2-2-1 139,000 ― 139,000 1.09

計 ― 139,000 ― 139,000 1.09
 

　

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４ 【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成

19年内閣府令第64号)及び「海運企業財務諸表準則」（昭和29年運輸省告示第431号）に基づいて作成して

おります。

　

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期連結会計期間(平成25年10月１

日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25年12月31日ま

で)に係る四半期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けておりま

す。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

売上高 33,082,583 35,702,539

売上原価 28,062,897 30,141,575

売上総利益 5,019,685 5,560,963

販売費及び一般管理費 4,389,222 4,522,400

営業利益 630,462 1,038,562

営業外収益

受取利息 1,525 438

受取配当金 155,097 160,209

助成金収入 25,523 72,560

負ののれん償却額 60,817 60,817

その他営業外収益 46,892 48,067

営業外収益合計 289,855 342,092

営業外費用

支払利息 292,622 271,607

その他営業外費用 33,666 33,148

営業外費用合計 326,288 304,756

経常利益 594,029 1,075,899

特別利益

固定資産処分益 24,451 5,665

保険解約返戻金 － 11,360

負ののれん発生益 582,408 －

補助金収入 44,076 22,477

災害支援金 579,792 －

その他特別利益 25,796 3

特別利益合計 1,256,524 39,506

特別損失

固定資産処分損 22,595 844

投資有価証券評価損 47,518 －

役員退職慰労金 － 14,760

その他特別損失 10,040 1,934

特別損失合計 80,155 17,538

税金等調整前四半期純利益 1,770,399 1,097,867

法人税、住民税及び事業税 447,320 315,184

法人税等調整額 17,512 112,857

法人税等合計 464,833 428,042

少数株主損益調整前四半期純利益 1,305,565 669,824

少数株主利益 121,081 91,587

四半期純利益 1,184,483 578,237
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【四半期連結包括利益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
　至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
　至 平成25年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,305,565 669,824

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △249,278 1,366,707

繰延ヘッジ損益 6,116 7,911

その他の包括利益合計 △243,161 1,374,618

四半期包括利益 1,062,403 2,044,443

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 948,377 1,910,665

少数株主に係る四半期包括利益 114,026 133,777
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(2)【四半期連結貸借対照表】
(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,954,762 5,641,194

受取手形及び売掛金
※1, ※3 8,912,153 ※1, ※3 10,333,008

商品及び製品 48,971 49,989

原材料及び貯蔵品 328,633 351,860

繰延税金資産 182,052 87,425

未収入金 70,523 78,919

その他 452,913 332,571

貸倒引当金 △18,501 △19,210

流動資産合計 14,931,508 16,855,758

固定資産

有形固定資産

船舶 20,912,516 20,989,987

減価償却累計額 △14,782,205 △15,678,468

船舶（純額） 6,130,311 5,311,518

建物及び構築物 21,129,407 21,221,985

減価償却累計額 △15,103,918 △15,431,132

建物及び構築物（純額） 6,025,488 5,790,852

機械装置及び運搬具 7,868,332 8,081,324

減価償却累計額 △6,552,990 △6,876,811

機械装置及び運搬具（純額） 1,315,342 1,204,512

土地 7,445,896 7,445,896

リース資産 1,165,674 1,200,979

減価償却累計額 △336,093 △457,834

リース資産（純額） 829,580 743,144

建設仮勘定 701,497 1,198,063

その他 1,551,350 1,609,314

減価償却累計額 △1,339,306 △1,399,448

その他（純額） 212,043 209,865

有形固定資産合計 22,660,160 21,903,854

無形固定資産

借地権 1,033,258 1,033,258

ソフトウエア 112,597 86,621

のれん 274,212 258,029

その他 93,074 82,049

無形固定資産合計 1,513,142 1,459,958

投資その他の資産

投資有価証券 6,336,156 8,455,906

長期貸付金 3,372 4,179

繰延税金資産 443,176 334,788

保険積立金 618,088 631,768

その他 427,005 433,899

貸倒引当金 △41,308 △40,579

投資その他の資産合計 7,786,491 9,819,962

固定資産合計 31,959,794 33,183,775

繰延資産
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社債発行費 42,074 47,604

繰延資産合計 42,074 47,604

資産合計 46,933,378 50,087,138
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金
※3 6,387,663 ※3 6,951,287

短期借入金 7,459,536 9,084,124

1年内返済予定の長期借入金 3,007,629 2,990,596

1年内期限到来予定のその他の固定負債 1,043,442 1,118,359

1年内償還予定の社債 833,700 931,600

リース債務 197,662 189,719

未払法人税等 280,470 189,739

賞与引当金 365,858 131,833

その他 1,107,286 1,071,989

流動負債合計 20,683,249 22,659,250

固定負債

社債 2,109,000 2,516,000

長期借入金 5,447,365 4,705,602

長期未払金 2,244,179 1,335,314

リース債務 751,267 656,521

繰延税金負債 924,397 1,587,703

退職給付引当金 1,905,729 1,858,109

役員退職慰労引当金 645,661 642,895

負ののれん 845,125 784,308

その他 234,508 225,415

固定負債合計 15,107,233 14,311,869

負債合計 35,790,483 36,971,119

純資産の部

株主資本

資本金 1,215,035 1,215,035

資本剰余金 893,800 893,800

利益剰余金 5,912,227 6,427,459

自己株式 △36,497 △37,113

株主資本合計 7,984,565 8,499,181

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 925,766 2,250,282

繰延ヘッジ損益 △12,759 △4,848

その他の包括利益累計額合計 913,006 2,245,434

少数株主持分 2,245,323 2,371,402

純資産合計 11,142,894 13,116,018

負債純資産合計 46,933,378 50,087,138
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

　
当第３四半期連結累計期間

(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

　（会計上の見積りの変更）

　一部の船舶の耐用年数については、従来15年を採用しておりましたが、長期貨物運送契約の契約期間が延長さ

れたことを受け、従来の耐用年数を延長し、第１四半期連結会計期間において、耐用年数を20年に変更しておりま

す。

これにより、従来の方法と比べて、当第３四半期連結累計期間の減価償却費が59,191千円減少し、営業利益、経常

利益、税金等調整前四半期純利益がそれぞれ同額増加しております。

 
 

　

(四半期連結貸借対照表関係)

　

※１ 受取手形割引高

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形割引高 29,236千円 27,357千円

   
 

　

 ２ 保証債務

　非連結子会社の金融機関からの借入等に対して、債務保証を行っております。
　

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

 
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

函館丸和港運(株) 80,012千円  函館丸和港運(株) 68,927千円

大和陸運(株) 19,335千円  大和陸運(株) 14,745千円

     

計 99,347千円  計 83,672千円
 

　

　

　
※３ 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。

 なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形

が、四半期連結会計期間末残高に含まれております。

　

 
前連結会計年度

(平成25年３月31日)
当第３四半期連結会計期間

(平成25年12月31日)

受取手形 46,495千円 53,207千円

支払手形 57,801千円 80,590千円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。な

お、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及び

のれんの償却額及び負ののれんの償却額は、次のとおりであります。

　

　

 
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

減価償却費 2,062,844千円 1,878,029千円

のれんの償却額 16,182千円 16,182千円

負ののれんの償却額 60,817千円 60,817千円
 

　

　
　

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月28日
定時株主総会

普通株式 63,009 5 平成24年３月31日 平成24年６月29日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。

　

　

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．配当金支払額

　

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成25年６月27日
定時株主総会

普通株式 63,005 ５ 平成25年３月31日 平成25年６月28日 利益剰余金
 

　

２．基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計

期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（単位：千円）

 

報告セグメント
調整額
（注1）

四半期連結損益
計算書計上額

（注2）海運事業 ホテル事業 不動産事業 計

売上高       

 外部顧客への売上高 31,142,074 1,480,377 460,131 33,082,583 ― 33,082,583

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― 60,961 60,961 △60,961 ―

計 31,142,074 1,480,377 521,093 33,143,545 △60,961 33,082,583

セグメント利益 386,382 59,635 184,444 630,462 ― 630,462
 

　
（注）1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。
　　　2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

　

　
２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

(重要な負ののれん発生益)

「海運事業」セグメントにおいて、連結子会社である栗林運輸株式会社の株式を追加取得したことに伴

い、負ののれん発生益582,408千円を当第３四半期連結累計期間において特別利益に計上しております。

　
Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報

（単位：千円）

 

報告セグメント
調整額
（注1）

四半期連結損益
計算書計上額

（注2）海運事業 ホテル事業 不動産事業 計

売上高       

 外部顧客への売上高 33,632,572 1,612,238 457,728 35,702,539 ― 35,702,539

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― 60,161 60,161 △60,161 ―

計 33,632,572 1,612,238 517,889 35,762,700 △60,161 35,702,539

セグメント利益 763,681 93,427 181,453 1,038,562 ― 1,038,562
 

　
（注）1.セグメント利益の調整額は、セグメント間取引及び振替高の消去であります。
　　　2.セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。
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２．報告セグメントの変更等に関する事項

　(耐用年数の変更)
会計上の見積りの変更に記載のとおり、一部の船舶の耐用年数について、長期貨物運送契約の契約期間

が延長されたことを受け、従来の耐用年数を延長しております。

　当該変更により、従来の耐用年数によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の「海運事業」セ
グメントのセグメント利益が59,191千円増加しております。

　
　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 平成24年４月１日
至 平成24年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年12月31日)

　１株当たり四半期純利益(円) 93.99 45.89

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益(千円) 1,184,483 578,237

   普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益(千円) 1,184,483 578,237

   普通株式の期中平均株式数(千株) 12,601 12,600
 

(注)　前第３四半期連結累計期間は、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。また、当第３四半期連結累計期間は、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

　
　
　

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

　該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成26年２月10日

栗林商船株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人
 

　

指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   　　　岡本　和巳   印
 

　
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士   　　　小野　淳史   印
 

　
当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている栗

林商船株式会社の平成25年４月１日から平成26年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間
(平成25年10月１日から平成25年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成25年４月１日から平成25
年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算
書、四半期連結貸借対照表及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して

四半期連結財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
　
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半
期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお
いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され
た手続である。
当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公

正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、栗林商船株式会社及び連結子会社の平成25
年12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示して
いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。
　
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　
以  上

　
 

(注) １．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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